
 
福島市八木田町内会 

   

八木田会館 ご利用の案内 
 

八木田会館は、どなたでも ご利用できます！！ 

但し、営利目的での使用は、お断りいたします！！ 
 

              利用方法は！！ 

   八木田会館向い、管理人の「理容室かとう」さんに 

「申込書兼使用後点検票」が置いてありますので、 

           ①使用する３日前まで 

           ②必要事項を記入していただき 

    使用申込みを行って下さい。 
 
 

              利用料金は！！ 

   １）２時間単位１区分で、５００円 

（吉井田地域以外の方は、１，０００円） 

   ２）冷房のエアコン、暖房機使用料 ６００円 

（２時間単位を１区分として） 

 

利用時及び利用後には！！ 

１）管理人さんから「鍵」と「申込書兼使用後点検票」を 

受け取り、使用して下さい!! 
※会館内の備品等、町内会員共有の財産ですので、大切にお使

いをお願いします!! 

２）使用後、点検項目に従って、元の状態に戻し!! 
  ※次の方のために、清掃をお願いいたします!! 

３）管理人さんに「鍵」と「エアコン・リモコン」を返却し‼    

「申込書兼使用後点検票」の各項目を確認の上、返

却し!! 

４）使用料金を、管理人さんにお支払い下さい。 


